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告
　
示

◯
結
核
予
防
法
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
の
指
定
の
辞
退
（
四
九
七
・
能
代
保
健
所
）

◯
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
述
べ
た
意
見
（
四
九
八
・
商
工
業
振
興
課
）

◯
平
成
十
四
年
度
家
畜
商
講
習
会
の
実
施
（
四
九
九
・
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所
）

公
　
告

◯
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
文
化
政
策
課
）

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
七
号

結
核
予
防
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
六
号
）
第
三
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

指
定
医
療
機
関
か
ら
指
定
の
辞
退
が
あ
っ
た
の
で
、
結
核
予
防
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第

百
四
十
二
号
）
第
二
条
の
六
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
八
号

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
大

規
模
小
売
店
舗
の
新
設
に
関
し
て
、
周
辺
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ

い
て
の
意
見
を
述
べ
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
し
、
関
係
書
類

を
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

ス
ー
パ
ー
ド
ラ
ッ
グ
ア
サ
ヒ
秋
田
広
面
店

秋
田
市
広
面
字
近
藤
堰
越
四
十
四
番
地
の
一
外

二
　
県
の
意
見

意
見
な
し

三
　
意
見
を
述
べ
た
日

平
成
十
四
年
七
月
五
日

四
　
関
係
書
類
の
縦
覧
場
所
及
び
期
間

縦
覧
場
所

県
庁
第
二
庁
舎
一
階
　
県
政
情
報
資
料
室

秋
田
市
役
所
　
商
業
観
光
課

縦
覧
期
間

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日
か
ら
同
年
八
月
十
六
日
ま
で

秋
田
県
告
示
第
四
百
九
十
九
号

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
平
成
十
四
年
度
家
畜
商
講
習
会
を
実
施
す
る
の
で
、
家
畜
商
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令

第
二
百
五
十
二
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時
　
平
成
十
四
年
八
月
二
十
九
日
及
び
八
月
三
十
日
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で

（
受
付
開
始
時
刻
は
午
前
八
時
三
十
分
）

場
所
　
秋
田
市
八
橋
字
下
八
橋
一
番
地
二
　
秋
田
県
中
央
家
畜
保
健
衛
生
所

二
　
講
習
会
の
内
容

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

三
　
受
講
対
象
者

１

告
　
　
　
　
　
　
示

名
　
　
　
称

三
浦
医
院

所
　
　
　
在
　
　
　
地

山
本
郡
八
竜
町
鵜
川
字
西
鵜
川
六
十

八
―
二

辞

退

年

月

日

平
成
十
四
年
四
月
三
日

（一）（三）（二） （一）（二） （一）（二）
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昭
和
三
十
七
年
四
月
一
日
以
後
に
行
わ
れ
た
家
畜
商
法
の
規
定
に
よ
る
講
習
会
を
受
講
し
、
修

了
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
以
外
の
者
で
、
今
後
家
畜
の
取
引
を
営
も
う
と
す
る
者
で
あ

る
こ
と
。

四
　
受
講
申
込
書
の
受
付

場
所
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
家
畜
保
健
衛
生
所

期
日
　
日
曜
日
及
び
土
曜
日
を
除
き
、
平
成
十
四
年
八
月
二
日
（
金
）
か
ら
同
年
八
月
十
六

日
（
金
）
午
前
八
時
三
〇
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で
。

五
　
講
習
手
数
料

金
額
　
三
千
四
百
円

納
付
方
法
　
受
講
申
込
提
出
の
際
、
秋
田
県
証
紙
に
よ
り
納
付
す
る
こ
と
。

六
　
そ
の
他

家
畜
商
講
習
会
受
講
申
込
書
の
様
式
は
、
各
総
合
農
林
事
務
所
及
び
各
家
畜
保
健
衛
生
所
並

び
に
各
市
役
所
及
び
各
町
村
役
場
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

講
習
会
の
受
講
者
は
、
講
習
会
の
当
日
、
印
鑑
及
び
筆
記
用
具
を
持
参
す
る
こ
と
。

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、

同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
七
月
十
六
日

秋
田
県
知
事
　
寺
　
田
　
典
　
城
　

一
　
申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
四
年
七
月
一
日

二
　
申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｆ
ｉ
Ｆ
ｏ
（
フ
ィ
フ
ォ
）

三
　
代
表
者
の
氏
名

東
海
林
　
　
　
仁

四
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

秋
田
県
秋
田
市
手
形
西
谷
地
四
十
五
番
地
三

五
　
定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
子
供
か
ら
お
年
寄
り
に
対
し
て
、
ア
ウ
ト
ド
ア
ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
安
全
教
育

や
環
境
保
全
に
関
す
る
事
業
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
家
族
と
の
ふ
れ
あ
い
を
強
め
、
遊
び
を
通
じ

て
自
然
の
大
切
さ
を
考
え
、
も
っ
て
社
会
全
体
の
利
益
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

公
　
　
　
　
　
　
告

発

行

者

秋

田
　
　
県

秋
田
市
山
王
四
丁
目
一
番
一
号

購
読
料
金

一
月
三
千
五
百
円

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
所

株
式
会
社
　
松
　
原
　
印
　
刷
　
社

電
話

八
七
六
六

F
A
X

〇
〇
〇
五

秋
田
市
山
王
七
丁
目
五
番
二
十
九
号

印
　
刷
　
者

松
　
　
原
　
　
繁
　
　
雄

（863）

（862）

E
-m
ail:m

atsu
b
ara@

m
atsu
b
arain
satsu
.co
.jp

古紙配合率100％

（一）（二）（一）（二）（一）（二）


